
私道への公共下水道設置要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下｢法｣という。）第２条第８号に

規定する処理区域内の私道に対して、公共下水道施設（雨水管を除く。以下「施設」とい

う。）を設置することにより、公共下水道の普及促進と生活環境の向上に資することを目的

とする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、｢私道｣とは、次に掲げる道路以外の道路をいう。 

（１）道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項及び第３条に規定する道路 

（２）国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第２条第１項に規定する国有財産及び地方自治 

法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条第１項に規定する公有財産のうち、一般の通行 

の用に供している道路 

 

（設置要件） 

第３条 この要領の規定に基づき、施設を設置する基準は、次のとおりとする。ただし、管理

者が公益上必要と認める場合は、この限りでない。 

（１）私道部分が分筆され、道路としての形態を成し、通行の用に供されていること。 

（２）一端以上が公共下水道の敷設されている公道に通じていること。 

（３）施設設置のための工事が可能な幅員を有すること。 

（４）施設を利用する家屋（公共下水道の設置されている公道に面している敷地の家屋を除

く。以下「利用家屋」という。）の戸数が２戸以上あること。 

（５）私道に施設を設置することについて、施設を設置する私道の所有者が施設の設置及び維

持管理上障害となる制限を加えない旨の承諾をしていること。 

（６）私道の使用料は無償とし、使用期間は施設の存続期間であること。 

（７）私道の所有権を譲渡する場合には前２号の要件を新たな所有者に引き継ぐことを承諾し

ていること。 

（８）施設設置完了後、原則として利用家屋全戸が速やかに排水設備を設置し、水洗化を実施

することが明らかであること。 

（９）私道が法第５条１項の予定処理区域として同法第４条の認可を受けた日以前から存続し

ていること。 

 



  

（設置申請） 

第４条 施設の設置を希望するものは、当該設置を希望するもののうちから代表者を定め、私

道内公共下水道施設設置申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請し

なければならない。 

（１）私道の所有者等の土地使用承諾書（第２号様式） 

（２）位置図、公図写し及び土地登記簿謄本 

（３）私道内公共下水道設置申請者名簿兼誓約書（第３号様式） 

 （４）その他管理者が必要と認める書類 

 

（工事の施行） 

第５条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたものに

ついては、施設の工事を行うものとする。 

２ 前項の工事は、予算の範囲内において管理者の負担により管理者が施行する。 

 

 

 

（完成後の措置） 

第６条 前条の規定により設置した施設の取扱いは、次に定めるところによる。 

（１）施設の所有権は、管理者に帰属する。 

（２）施設の維持管理は、管理者が行う。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

  附 則 

１ この要領は、平成２４年８月２２日から施行する。 

２ この要領の施行前に富士市下水道使用料金等審議会運営に関する要領等を廃止する要領

（平成２４年８月２２日）による廃止前の私道への公共下水道設置要領（平成１６年１０月

１日）の規定によりなされた手続きその他の行為は、この要領の相当する規定によりなされ

たものとみなす。 


